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様式第５号（第８条関係） 
 

令和６年度  第３回 大和郡山市入札監視委員会議事概要書 

 
 
開催日及び場所 
 

 
     
  令和７年１月１７日（金）  市役所３０５会議室  
 

 
 
出  席  者 
 
 

 
 委   員     藏 田 芳 樹、飯 島 敬 子、松 山 猛 
  事 務 局     入札検査課長（森）、課長補佐兼検査係長（東浦） 

入札係長（森）、入札係（南畑） 
 

 
 
審議対象期間        
 

 
 
  令和６年７月１日～令和６年１０月３１日 
 

 
抽 出 案 件        

 
  総件数  ６件 

 
 （備考） 
 
     期間内入札等件数   一般競争入札 ４８件 
                           指名競争入札   ３件 
                           随意契約      ２８件 
 
 

 
一般競争入札        

 
           ３件 

 
指名競争入札        

 
            ２件 

 
随 意 契 約        

 
           １件 

 
委員からの意見
・質問、それに
対する回答等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
意 見 ・ 質 問 

 
回    答 

 
別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
委員会による意
見具申又は勧告
の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特になし 
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別紙（第２回） 

 
質     問 

 
回     答 

（１）一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の執行状況について                                
（２）抽出案件の参加資格設定理由及び指名・選定理由について 
 
      事務局より報告を行いました。 

●抽出案件№２、№９、№１９（市営
丸尾南団地Ａ棟外壁等改修工事：一般
競争入札）について、同じ案件名の工
事ですが、それぞれの対象者の資格等
を教えてください。 
 
 
また、予定価格が異なる理由を教えて
ください。 
 
 
●抽出案件№５１（西田中町共同浴場
解体工事設計委託業務：指名競争入札
）、№７６（西田中町共同浴場解体工
事設計委託業務：随意契約）について
、随意契約の契約者は、どのように選
んだのか教えてください。 
また、随意契約の理由において、「巨
大地震により倒壊する危険性が高まっ
ている」とありますが、それであれば
なぜ最初から随意契約を選択しなかっ
たのでしょうか。 
 
●抽出案件№７５（市立郡山南小学校
廊下改修工事に伴う建築設計業務委託
：随意契約）について、随意契約の理
由となっている同校の耐震検討業務の
契約時期を教えてください。 
 
○№３（市立郡山中学校エレベーター
設置工事：一般競争入札）について、
落札率が１００％と高いですが、その
理由を教えてください。 

本案件は、№２において落札者がなく、対象者を広げ入札を行った
№９においても落札者がなかったため、工事内容を変更し、№１９
にて再度入札を行ったものです。 
№２では市内本店Ａ、Ｂランク、№９では市内本店Ａ、Ｂランクに
加え、県内本店又は営業所、経営事項審査７５０点以上の業者を対
象としています。№１９では工事内容を見直したため、市内本店Ｃ
ランクを対象に入札を行ったものです。 
№１９の予定価格が他の２件と比べて低額なのは、工事内容を見直
したことによるもので、№２と№９の違いは、発注時期による単価
上昇の差によるものです。 
 
本業務の契約については、不成立となった指名競争入札において、
唯一応札のあった業者と随意契約したものです。 
 
 
 
 
当初の入札が不成立となり、本来であれば再度公告入札を行うとこ
ろ、その期間にも劣化が進行する可能性を考慮し、速やかに解体を
行うため、随意契約にて業務を進めたものです。 
 
 
 
市立郡山南小学校耐震検討業務委託については、令和６年２月１３
日付にて契約しています。 
同業務において耐震の方法を決定した結果を踏まえ、本業務におけ
る詳細な設計を行うものです。 
 
 
落札金額は業者の積算によるものですが、過去の実績を見ると、エ
レベーター工事は落札率が高くなる傾向にあるようです。 

 

（３）入札参加停止措置の運用状況について                                
       

事務局より報告を行いました。 

 
特になし。 

 

（４）案件抽出委員（当番委員）の指名について 
 
      次回の案件抽出委員は、飯島委員に決定しました。 

（５）その他                                    
 

 
      特になし。 

 
 

（６）次回開催日について 
 
      次回開催は令和７年７月２５日（予定）に開催することに決定しました。 


